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令和６年度第７回庁議 会議録 

 

［日 時］令和６年１１月２５日（月）９時００分～９時２０分 

 

［場 所］庁舎応接会議室 

 

［出席者］市長、副市長、教育長、参与、各部局長及び危機管理監 

 

［会次第］ 

１ 市長あいさつ 

２ 議  題 

（１）市議会定例会提出議案について             （関係部局） 

３ 協議事項 

   なし 

４ 連絡事項 

  なし 

５ その他 

 

１ 市長あいさつ 

本日の庁議議題にもあるように、市議会定例会が、１２月３日に開会予定である。

会派説明については１１月２０日から２２日に開催され、そこでも質疑応答があった

と思うが、１２月議会に向けて、各部局とも、予想される項目については事前に準備

をするなど、遺漏のない対応をお願いする。 

 

２ 議題 

（１）市議会定例会提出議案について             （関係部局） 

 

   市議会定例会提出議案について説明。 

 

   企画部から、報告１件、一般議案１件、予算議案２件について説明。 

   報告第２３号、「専決処分した事件の承認」については、「令和６年度新居浜

市一般会計補正予算（第４号）」についてであり、衆議院議員選挙費について、

令和６年１０月１５日公示、１０月２７日投開票の衆議院議員選挙に要した経

費として、１０月９日付けで専決処分したもので、歳入歳出それぞれ４，１３

７万５千円の追加となっている。 
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   議案第７３号、「新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指

定」についてである。現在の指定期間が令和７年３月３１日をもって満了にな

ることから、新たに公募を実施した結果、現在の指定管理者である「あかがね

ミュージアム運営グループ」のみの応募であった。審査の結果、新居浜市美術

館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者に、「あかがねミュージアム運営グル

ープ」を指定するものである。なお、指定期間は令和７年４月１日から令和１

２年３月３１日までの５年間を予定している。 

   令和６年度１２月補正予算の概要、議案第７７号「令和６年度新居浜市一般

会計補正予算（第５号）」については、南消防署及び消防指令センター整備事業

等の単独事業をはじめ、企業立地促進対策費等の施策費のほか、道路橋りょう

災害復旧費及び経常経費について予算措置するもので、今回の補正は歳入歳出

それぞれ１１億５，６７１万７千円の追加となっている。 

   議案第７８号「令和６年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）」については、令和５年度国民健康保険事業の精算に伴う償還金について

予算措置するもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ１，０７４万６千円の追

加となっている。 

   追加で提出予定の議案について説明。 

   「令和６年度新居浜市一般会計補正予算（第６号）」については、人事院勧告

による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、予算措置するもので、歳

入歳出それぞれ７億４，３５７万７千円の追加を予定している。 

   「令和６年新居浜市渡海船事業特別会計補正予算（第１号）」については、同

じく人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、予算措置

するもので、歳入歳出それぞれ１３５万８千円の追加、「令和６年度新居浜市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」及び「令和６年度新居浜市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）」につきましても、同様に歳入歳出そ

れぞれ３８１万４千円、１３万５千円の追加、「令和６年度新居浜市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）」につきましては、４５７万円の減額を予定して

いる。 

   補正予算関係の会派説明の結果報告。 

   子ども医療助成費では、昨年度と比較して、今年度はどのような状況か。助

成費が増加している要因は何か。助成費の抑制のために、自己負担を求めるこ

とが必要ではないのか。 

大阪・関西万博 PR 推進事業費では、太鼓台３台の派遣は今後どのような流れ

で決定されるのか。太鼓台を主軸として、他にどのようなイベントを考えている

のか。どの程度の総事業費を想定しているのか。イベントに参加する太鼓のかき

夫等の自己負担はどのぐらいか。 
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企業立地促進対策費では、昨年度と比較して、今年度はどのくらいの金額に 

なっているのか。 

南消防署及び消防指令センター整備事業では、令和６年度から令和８年度ま 

で設定している継続費の内容はどうなっているのか。３市の共同運営について、

それぞれの負担はどのようになっているのか。建設とシステムの設計業務費用の

内訳は、それぞれどのようになっているのか。 

市民体育充実強化費では、河川敷以外のコースは想定しなかったのか。 

大島林地法面対策事業では、災害には該当しなかったのか。 

道路橋りょう災害復旧費では、工事は冬を予定しているのか。河又東平線は災害

が起きるたびに多額の復旧費用がかかっているので、全体を計画的に対策していく

ことはできないのか。 

  経済部から報告１件について説明。 

  報告第２４号、専決処分の報告については、損害賠償の額の決定についてであ

る。市道光明寺坂の下線において、東進中の公用車が道路から転落、横転し、相

手方フェンスに接触して破損させた事故に係る損害賠償の額の決定について、専

決処分をしたので報告するものである。損害賠償の額については、相手方フェン

スの修理に要する費用５８，３００円と決定したものである。 

  建設部から議案１件について説明。 

  議案第７４号新居浜市営住宅条例の一部を改正する条例について、新居浜市市

営住宅のうち、別子山にある弟地団地については、築６８年が経過しており、老

朽化に伴い、除却し用途廃止するため、条例の別表から弟地団地を削除するもの

である。なおこの条例は令和７年３月１日から施行したい。 

  教育委員会事務局から議案１件について説明。 

  議案第７５号、「新居浜市奨学資金貸付基金条例及び新居浜市しらうめ入学準備

金貸付基金条例の一部を改正する条例」の制定について、奨学資金及び入学準備

金の貸付金額の増額を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。改

正の内容については、新居浜市奨学資金の貸付金額について、現行２万６，００

０円以内を４万５，０００円以内に増額し、新居浜市しらうめ入学準備金の大学

又は専修学校（専門課程）の貸付金額について、現行３０万円を５０万円に増額

するものである。なお、この条例は、公布の日から施行したい。 

  福祉部から議案１件について説明。 

  議案第７６号、「新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例」の制定については、介護保険法施行規則の一

部改正に伴い地域包括支援センターの人員に関する基準を改めるもので、改正の

内容としては、地域包括支援センターに置くべき常勤の職員について、常勤換算

方法によることが可能となったことと、複数圏域の高齢者数を合算し、保健師等、



4 

 

社会福祉士及び主任介護支援専門員の３職種を地域の実情に応じて配置すること

が可能となるものである。なお、この条例は、公布の日から施行したい。 

  上下水道局から予算議案２件について説明。 

  議案第７９号、「令和６年度新居浜市水道事業会計補正予算（第１号）」につい

ては、「水道料金及び下水道使用料徴収等業務」並びに「料金システム開発及び保

守業務」について、令和６年度から令和１２年度までの債務負担行為を設定する

ものである。内容としては、令和３年４月から実施している現行の料金徴収等業

務委託が令和７年度末をもって終了となること、また、現行の料金システムの保

守期間が終了することから、令和８年度以降も引き続き業務委託を実施するとと

もに、新たな料金システムの開発及び保守が必要なことから、今年度末までに事

業者を公募し選定するものである。 

  議案第８０号、「令和６年度新居浜市公共下水道事業会計補正予算（第１号）」

については、「水道料金及び下水道使用料徴収等業務」並びに「料金システム開発

及び保守業務」について、令和６年度から令和１２年度までの債務負担行為を設

定するものである。内容としては、先ほど説明した水道事業会計と同様に、現行

の料金徴収業務委託を令和８年度以降も引き続き実施するとともに、新たな料金

システムの開発及び保守が必要なことから、今年度末までに事業者を公募し選定

するものである。 

  総務部から追加提出を予定している議案３件について説明。 

  「新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部

を改正する条例」及び「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例」については、人事院勧告に伴う国家公務員に係る給与改定に準じ、議会議員、

特別職及び一般職の職員等の給与改定等を行うための条例議案である。 

人事議案１件、新居浜市副市長の選任については、副市長の任期満了に伴う、新

たな副市長の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

３ 協議事項 

  なし 

 

４ 連絡事項 

なし 

 

５ その他 

  なし 


